
第６８１回通関協議会（本関地区） 

 

１、 日  時   平成２７年  １月  １４日 （水） １２時より 

２、 場  所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

３、  議題等（敬称略） 

（１） 平成 27 年における延滞税について 

業務部 河田 収納課長 

 

（２） 輸入公表の一部改正等について 

（カニの事前確認制、通関時確認制への移行） 

業務部 五島 統括審査官（通関総括第３部門） 

 

（３） 繭に係る特別緊急関税の発動について 

業務部 五島 統括審査官（通関総括第３部門） 

 

（４） 中国産トルエンジイソシアナートに対する 

暫定的な不当廉売関税の課税について 

業務部 五島 統括審査官（通関総括第３部門） 

 

（５） 日豪ＥＰＡについて 

業務部 髙澤 原産地調査官 

 

４、 その他・連絡事項等 

・政策評価アンケートに係るお願い 

業務部 福田管理課長 

・電磁的記録（ＭＳＸ業務）による申告関係書類の提出状況（１２月分）等について 

業務部 矢野統括審査官（通関総括第１部門） 

 

 

次回開催予定日  平成２７年２月１０日（火） 12：00～ 

開 催 場 所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

当協会に関するご質問や議題提起がありましたら、事務局あてにご連絡ください 

公益財団法人日本関税協会横浜支部 

TEL 045-680-1757  FAX 045-680-1758 

E-mail: bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 

 



平成 27 年における延滞税について 

 

 関税法第 12 条第 1 項（延滞税）に規定する年 7.3％等の割合は、当分の間、各年の特例

基準割合（注）が年 7.3％の割合に満たない場合には、その年中においては当該特例基準割

合に加算割合を加算した割合とすることとされています。 

 この特例措置は、平成 25 年度の関税法及び租税特別措置法の一部改正により平成 26 年 1

月 1 日から施行されており、毎年見直される特例基準割合を受けて、関係各位にご連絡さ

せて頂いているところです。 

 平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日に適用される延滞税は、下記のとおりとな

りますので、修正申告等における延滞税計算の際にはご注意願います。 

（注）特例基準割合とは、各年の前々年の 10 月から前年の 9月までの各月における短期貸付けの平均利率（当該

各月において銀行が新たに行った貸付け（貸付期間が１年未満のものに限る。）に係る利率の平均をいう。）の合計

を 12 で除した割合（当該割合に 0.1％未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）として各年の前年の 12 月

15 日までに財務大臣が告示する割合に、年 1％の割合を加算した割合をいう。 

 

記 

1. 財務大臣が告示した割合 年 0.8％ 

 

2. 延滞税の割合 

 本 則 特  例 平成 27 年 

納期限の翌日から2か

月を経過する日まで 
７．３％ 

【特例基準割合】       【加算割合】 

財務大臣が告示した割合（0.8％） +1％  + 1％ 
２．８％ 

納期限の翌日から2か

月を経過する日後 
１４．６％ 

【特例基準割合】       【加算割合】 

財務大臣が告示した割合（0.8％） +1％  + 7.3％ 
９．１％ 

 

3. 延滞税の割合の推移 

  ・平成 22年 1月 1日～平成 25年 12 月 31 日 → 年 4.3％ 

  ・平成 26年 1月 1日～平成 26年 12 月 31 日 → 年 2.9％ 

 

4. 根拠法令 

  ・関税法第 12条第 1項、附則（昭 29.4 法 61）第 3項、第 5項 

  ・国税通則法第 60条第 2項 

  ・租税特別措置法第 93 条第 2項、第 94条第 1項、第 96 条 

  ・地方税法第 72 条の 100 第 2項、第 72 条の 106 第 1項 

 

本件に関する問い合わせ先：本関業務部収納課（TEL 045-212-6140） 

                      または各支署・出張所 収納担当部門 

2015 年 1月 14 日 

本関地区通関協議会資料 



 
 
 
 
 
 

輸入公表の一部改正等について 
（カニの事前確認制、通関時確認制への移行） 

 
 「北西太平洋における生物資源の保存、合理的利用及び管理並びに不正な取

引の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定」が平成 26 年 12
月 10 日に効力を生じたことから輸入公表が改正され、平成 26 年 12 月 10 日以

降、輸入公表三の７の（12）の貨物（冷凍したカニ等）は事前確認制へ、輸入

公表三の８の（９）の貨物（活、生鮮又は冷蔵のカニ）は通関時確認制となり、

関税法第 70 条に基づく他法令確認の対象となりました。 
 
（添付資料） 
 「外為法に基づき確認手続の対象となるカニの範囲」（経済産業省 HP 資料よ

り抜粋） 
  

2015 年 1 月 14 日 
本関地区通関協議会 
横浜税関業務部 
通関総括第３部門 







 
 
 
 

繭に係る特別緊急関税の発動について 
 
（発動前）2,523 円/kg 
（発動後）3,364 円/kg 
※発動後も関税割当の枠内の実行税率は変更なし。 

 

NACCS掲示板からの転載 
【通関業者の皆様へ】 繭(別表第 1の 6第 28項）に係る特別緊急関税の発動に

ついて 
2014年 12月 26日 
 
関税暫定措置法第 7条の 3第 1項の規定に基づき、繭(別表第 1の 6第 28項）
に対して平成 27年 1月 1日から平成 27年 3月 31日までの間、特別緊急関税
が加算されます。 
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5．NACCS用品目
コード（輸入）」中、「暫定法第 7条の 3発動後のもの」が適用となりますので、
充分ご注意願います。 
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。 
  
※暫定法第７条の３発動後のNACCS用品目コードについては平成 27年 1月 1
日から使用可能となります。 

 
【繭(別表第 1の 6第 28項）に係る発動対象品目】 

実行関税率表（2015） NACCS用品目コード 

備考 
番号 細

分 
NACCS
用 番号 細

分 
NACCS
用 

5001.00 090 † 5001.00 

090 0 その他のもの 

001 2 
暫定法第 7 条の 3 発動
後のもの 

2015年 1月 14日 
本関地区通関協議会 
横浜税関業務部 
通関総括第３部門 



 
 
 
 
 
 

中国産トルエンジイソシアナートに対する 
暫定的な不当廉売関税の課税について 

 

NACCS 掲示版からの転載 
【通関業者の皆様へ】業務関連コードの変更等について 
2014 年 12 月 22 日 
 
トルエンジイソシアナートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政

令に基づき、関税定率法の別表第二九二九・一〇号に掲げるトルエンジイソシ

アナートのうち中国（香港及びマカオを除く）から輸入されるものに対して平

成 26 年 12 月 25 日から平成 27 年 4 月 24 日までの間、不当廉売関税が課され

ることに伴いまして、業務コード集「21．内国消費税等種別コード（輸入）」が

以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。 
 なお、NACCS 掲示板の業務コード集更新は平成 26 年 12 月 25 日を予定して

います。 
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。  
 
（海上/航空） 「21．内国消費税等種別コード（輸入）」 

区分 NACCS 用コード 適用税率（％） 

【新設】 S005001 69.4 

 

2015 年 1 月 14 日 
本関地区通関協議会 
横浜税関業務部 
通関総括第３部門 







ORIGINAL 
EXPORTER or PRODUCER – Name and contact details CERTIFICATE No.     

  
  

 EXPORTERS REFERENCE  

  
  

(Optional) Importer – name and contact details.  

  

  

  

  
  

                 

                              

Australia – Japan Economic 

Partnership Agreement 
AUSTRALIAN INDUSTRY GROUP CERTIFICATE OF ORIGIN 

Level 2, 441 St Kilda Road 

MELBOURNE  VICTORIA   3004  AUSTRALIA 
T: +61 (0)3 9867 0111 F: -61 (0)3 9867 0157 

 

 

The Australian Chamber of Manufactures has merged with the MTIA to 

form the Australian Industry Group 

 

Invoice Number   Date of Invoice 

 

Date of Shipment 

 

 

HARMONIZED SYSTEM CODE (SIX DIGITS) PREFERENCE CRITERION 

(WO, PE, PSR) 

DESCRIPTION OF GOODS:  

 

   

 

I certify that: 

- The information in this document is true and accurate and I assume the responsibility for proving such representations. I 

understand that I am liable for any false statements or material omissions made on or in connection with this document. 

- I agree to maintain, and present upon request, documentation necessary to support this Certificate, and to inform, in 

writing, all persons to whom the Certificate was given of any changes that would affect the accuracy or validity of this 

Certificate.  

 - The goods originate in the territory of one or both Parties and comply with the origin requirements specified for those 

goods in the Australia – Japan Economic Partnership Agreement. 

 

This Certificate consists of ______ pages, including all attachments. 

 
SIGNED: .................................  

 

COMPANY: …………………… 
 

EXPORTER REGISTRATION ID: ……………… 

This Certificate is based on the information supplied to the Designated Issuing Authority by the Consignor and it is not to be taken as amounting to a warranty or 

representation of fact by the Designated Authority or its servants. The undersigned, duly authorised by the Designated Issuing Authority certifies on the basis of 

information supplied and to the best of his knowledge and belief that the goods designated above are of AUSTRALIAN origin, production or manufacture under the 
provisions of the Australia – Japan Economic Partnership Agreement.   

 

 NON PARTY INVOICE      

 ACCUMULATION 

 DE MINIMIS 

 

 RETROSPECTIVE 

 DUPLICATION OF 

ORIGINAL        

NAME OF AUTHORISED OFFICER 

 

 
 

 

SIGNATURE OF AUTHORISED OFFICER 
 

DATE 
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Continuation Sheet       ORIGINAL 
 
CERTIFICATE No. 

 

HARMONIZED SYSTEM CODE (SIX DIGITS) PREFERENCE CRITERION 

(WO, PE, PSR) 

DESCRIPTION OF GOODS:  

 

   

 

I certify that: 

- The information in this document is true and accurate and I assume the responsibility for proving such representations. I 

understand that I am liable for any false statements or material omissions made on or in connection with this document. 

- I agree to maintain, and present upon request, documentation necessary to support this Certificate, and to inform, in 

writing, all persons to whom the Certificate was given of any changes that would affect the accuracy or validity of this 

Certificate.  

 - The goods originate in the territory of one or both Parties and comply with the origin requirements specified for those 

goods in the Australia – Japan Economic Partnership Agreement. 

 

This Certificate consists of ______ pages, including all attachments. 

 
SIGNED: .................................  

 

COMPANY: …………………… 
 

EXPORTER REGISTRATION ID: ……………… 

This Certificate is based on the information supplied to the Designated Issuing Authority by the Consignor and it is not to be taken as amounting to a warranty or 

representation of fact by the Designated Authority or its servants. The undersigned, duly authorised by the Designated Issuing Authority certifies on the basis of 

information supplied and to the best of his knowledge and belief that the goods designated above are of AUSTRALIAN origin, production or manufacture under the 
provisions of the Australia – Japan Economic Partnership Agreement.   

(INTENTIONALLY BLANK SPACE) NAME OF AUTHORISED OFFICER 

 

 
 

 

SIGNATURE OF AUTHORISED OFFICER 
 

DATE 

 

MOFC0043
タイプライターテキスト
別紙７－２

MOFC0043
タイプライターテキスト

MOFC0043
タイプライターテキスト

MOFC0043
タイプライターテキスト
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  別紙７－３ 
税関様式Ｃ第5292号  

原 産 品 申 告 書 

（経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定） 

1. 輸出者又は生産者の氏名又は名称及び住所 
 
 
 

 No. 2. 産品の概要 

品名、包装の個数及び種類、包装の記号及び番号、重量及び数量、仕入

書の番号及び日付並びに積送される貨物を確認するための情報(判明し

ている場合) 

3. 関税分類番

号 (6 桁、 HS 

2012) 

4. 適用する原産性

の基準 (WO、 PE、

PSR) 

適用するその他の

原産性の基準 

 (DMI、 ACU) 

    

    

    

5. その他の特記事項  

 

□ 第三国インボイス 

6. 以上のとおり、2．に記載する産品は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアの間の協定に基づく

オーストラリアの原産品であることを申告します。 

 

作成年月日                          

作成者の氏名又は名称               印又は署名               

作成者の住所又は居所                                               

代理人の氏名又は名称               印又は署名               
代理人の住所又は居所                                   
 

本原産品申告書の作成者（□輸入者、□輸出者、□生産者） 

 

※WO: 完全生産品、PE: 原産材料のみから生産される産品、PSR: 実質的変更基準を満たす産品、DMI: 僅少の非原産材料、ACU: 累積 

 
 
 

 
（規格Ａ４） 

  

okawar
スタンプ

okawar
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  別紙７－３ 
記 載 要 領 

 

「産品の概要」欄中「品名」及び「関税分類番号」は、必須項目。「関税分類番号」は統一シ

ステム（2012年版）の関税分類番号を六桁で記載。 
 

「産品の概要」欄中「積送される貨物を確認するための情報」は、豪州から本邦までの輸送に

おいて第三国での積み替え又は一時蔵置等の取扱いがあった場合に、積み替え等の場所及びその

事実を記載（通し船荷証券の写し又は非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証

明書等の提出が不可能である場合において、関税法基本通達 68-5-1（1）ニを適用するときに限

る。）。 
 
「産品の概要」欄について、四欄以上を要する場合には、原産品申告書（つづき（その ））

（C 第 5292 号-2）を使用する。この場合、申告書の作成者欄に押なつされた印（又は署名）で

割印をする。 
 
「その他の特記事項」欄において、輸入申告時のインボイスの発行者が、第三国に所在する者

であって原産品申告書上の輸出者と別の者である場合は、「第三国インボイス」のボックスにチ

ェックを付すとともに、取引が分かる関係書類を添付すること。 
 なお、原産品申告書発給の時点で輸入申告時に使用するインボイス番号が不明の場合は、「第

三国インボイス」のボックスにチェックを付すとともに、輸出者のインボイス番号及び日付を記

入し、インボイスを発行する者の正式名称及び住所を記載すること。 
 
「本原産品申告書の作成者」欄において、輸入者の代理人が申告する場合には、当該代理人の

押印又は署名をし、輸入者の押印又は署名を要しない。 

okawar
スタンプ



  別紙７－４ 

 

原産品申告書 つづき（その  ） 

No. 2. 産品の概要 

品名、包装の個数及び種類、包装の記号及び番号、重量及び数量、

仕入書の番号及び日付並びに積送される貨物を確認するための情

報(判明している場合) 

3. 関税分類

番号 (6 桁、 

HS 2012) 

4. 適用する原産

性の基準 (WO、 

PE、 PSR) 

適用するその他

の原産性の基準

 (DMI、 ACU) 

    

    

    

    

    

    

 

 

税関様式 C 第 5292 号-2

okawar
スタンプ

okawar
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  別紙７－５ 

 

Customs form C  No.5292-3 
Origin Certification Document 

（Australia-Japan Economic Partnership Agreement） 
1. Exporter’s or Producer’s Name and Address 

 
 
 

 No. 2. Description of goods 
Description of good(s) including number and kind of packages; marks 
and numbers on packages; weight (gross or net weight), quantity 
(quantity unit) or other measurements (litres, m3, etc.); invoice number(s) 
and date(s), or sufficient details to identify the consignment. 

3.  Harmonised 
System tariff 
classification 
number (HS 6 
digit) of goods 

4. Preference 
criteria (WO, PE, 
PSR); and Other 
(de minimis, 
accumulation), if 
applicable 

    

    

    

5. Other (any other applicable origin criteria or other indication) 

 

□ Non-party invoice 
6. Certification 

I, the undersigned, declare that the good(s) described in Box 2 meet(s) all the relevant requirements of Chapter 3 of 
the Agreement between Australia and Japan for an Economic Partnership and is/are (an) originating good(s) under the 
Agreement.  

 
Date                                                   
 
Name                                       (signature or stamp) 
 

Address                                              

 

Please tick a box to indicate who has completed this origin certification document: 

□Importer  □Exporter  □Producer 

 

okawar
スタンプ

okawar
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  別紙７－６ 
.税関様式 C 第 5293 号 

 

原 産 品 申 告 明 細 書 

（経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定） 

 

1. 仕入書の番号及び日付 

 
 

2. 原産品申告書における産品の番号 
 

 
 

3. 産品の関税分類番号 

 

4. 適用する原産性の基準 
□WO □PE □PSR（□CTC・□VA・□SP・□DMI・□ACU） 

 

5. 上記 4.で適用した原産性の基準を満たすことの説明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 上記 5．の説明に係る証拠書類の保有者 
□生産者、□輸出者、□輸入者 

 

7. その他の特記事項 

 
 

8. 作成者 氏名又は名称及び住所又は居所          印又は署名 

 
（代理人の氏名又は名所及び住所又は居所）     印又は署名 

 
   作成   年    月    日 

（規格Ａ４） 
 

okawar
スタンプ

okawar
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  別紙７－６ 

 
 原産品申告明細書は、原産品申告書の産品毎に作成。 

「原産品申告書における産品の番号」欄には、原産品申告書（Ｃ－5292）中２.産
品の概要における産品の欄の番号（[１]、[２]など）を記載。 

 「適用する原産性の基準」欄において、適用する基準にチェックを付す。なお、PE
は「原産材料のみから完全に生産される産品」、WO は「完全生産品」、PSR は「品目

別規則」、CTC は「関税分類変更基準」、VA は「付加価値基準」、SP は「加工工程基

準」、DMI は「僅少の非原産材料」、ACU は「累積」を表す。 

 「原産性の基準を満たすことの説明」欄には、適用する原産性の基準を満たしてい

ることを示すために必要となる、以下のような事実を記載。なお、以下の記述は例示

であり、どのように原産性の基準を満たしているのかについての説明が記載されたも

のであれば、以下の例示に限定されるものではないので留意。 

・ 完全生産品：当該産品が、オーストラリアにおいて完全に得られた産品であるこ

とを確認できる事実（オーストラリア協定第３・３条(a)から(ｌ)までのいずれに

該当するのか等） 

・ 原産材料のみから完全に生産される産品：すべての一次材料（産品の原材料とな

る材料をいい、当該原材料の材料を除く。）がオーストラリアの原産品であること

を確認できる事実 

・ 関税分類変更基準：すべての非原産材料の関税率表番号（2012 年版）。 
（注１）適用する品目別規則に応じ、確認する関税率表番号の桁数が異なるので留意。また、例え

ば、４桁変更の品目別規則を適用しようとする産品に係る非原産材料について、他の類（２桁）

からの変更があることが確認できる場合には、当該非原産材料の関税率表番号の記載は２桁ま

でで足りるので留意。 

・ 付加価値基準：産品の FOB 価額とすべての非原産（一次）材料の価額による計算

式によって、特定の付加価値を付けていることが確認できる事実 
（注２）当該 FOB 価額及び CIF 価額とは輸出締約国における価額とし、当該 CIF 価額が不明な

場合には当該非原産材料を産品の生産者が仕入れた価額とする。また、例えば、全ての非原産

材料の CIF 価額の確認ができない場合に、確認できる原産材料の仕入価額等を用いて付加価

値基準を満たすことが合理的に証明できるときは、当該非原産材料の CIF 価額を記載させる

必要はないので留意。 

・ 加工工程基準：当該基準に係る特定の製造又は加工の作業が行われていることが

確認できる製造工程 

・ その他の原産性の基準：輸入しようとする産品がオーストラリア協定に規定する

原産性の基準を満たしていることを示すために必要となる事実 
（注３）「原産性の基準を満たすことの説明」欄への記入にあたり、記載しきなれない場合は、別

添のとおりとして、別の紙にその説明となる事実を記載し、提出することも可。 
（注４）上記の事実について、既存の資料がある場合には、当該資料に 5.欄以外の事項を付記し

たものを提出することも可。 

 「作成者」欄において、代理人が作成する場合には、代理人の押印又は署名をし、

作成者の押印又は署名を要しない。 

記 載 要 領 



  別紙７－７ 
Customs Form C No.5293-2 

 

Attachment for the Origin Certification Document 
(Summary of other evidence that the good qualifies as an originating good) 

（Subparagraph 2(c) of Article 3.17 of Agreement between Japan and Australia for an 
Economic Partnership） 

1. Invoice number(s) and date(s) 
 
 

2. Item number(s) of good(s) described in Box 
3 of the Origin Certification Document 

 

 
 

3. Harmonized System (HS) tariff 
classification number.(six digits level in 
HS2012) of good(s) 

 

4. Preference criteria 
□WO □PE □PSR（□CTC・□VA・□SP・□DMI・□ACU）  

 

5. Please explain how the good(s) has satisfied the preference criteria applied in Box 4. 

(Summary of the evidence that the good qualifies as an originating good) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Please tick who keeps the records to demonstrate that the good(s) satisfies preference 
criteria, as described in Box 5 

□Producer □Exporter □Importer 

 

7. Other remarks 
 
 

8. Endorsement 
I, the undersigned, declare that the goods stated in Box 2 are originating goods of 

Japan-Australia Economic Partnership Agreement.  
 

Date                    
Name                          (signature or stamp)          

Address                                            
 

 

okawar
スタンプ

okawar
スタンプ



平成27年１月15日現在

分野 記載項目 不備の内容

明らかな印字の誤り 有効

英語又は日本語以外による記述 原則無効 固有名詞、日付等明らかな場合は有効。

作成年月日 有効期間が経過した原産品申告書
災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合は
有効

輸入者・輸出者・生産者・それらの代理人以外の者の作成

押印又は署名の脱落 記載されている者が作成していることが明らかな場合は有効

輸出者の氏名・住所のインボイスとの相違又は脱落

生産者の氏名・住所のメーカーズ・インボイスとの相違又は
脱落

品名 インボイスとの相違又は脱落

数量の脱落、又は貨物数量との相違

インボイス等との相違又は脱落

インボイス番号の輸入申告のインボイスとの相違又は脱落
（メーカーズインボイス番号の記載を含む）

インボイス日付の輸入申告のインボイスとの相違又は脱落

積送される貨物を確
認するための情報

仕出港、輸送手段、船名等の相違

その他の特記事項
第三国インボイスに関する記載及び第三国インボイス発行者
名・住所の相違又は脱落

輸入申告における適用税番との相違
左記ただし書きに該当しなくても、HS2012以外(HS2002又は
HS2007)に基づく記載の場合等、有効と認められる場合があるの
で、必要に応じ原産地調査官等に相談してください。

脱落
数品目中１品目の脱落の場合等、必要に応じて原産地調査官等
に相談してください。

協定の非譲許税番による記載
左記ただし書きに該当しなくても、記載品名との整合性を勘案
し、品名から譲許品目であることが明らかな場合は有効。

適用する原産性の基
準

特恵基準等(累積、僅少の非原産材料を含む)の脱落、相違

（注）自己申告制度を利用する場合は、原産品申告書に加えて原産品であることを明らかにする書類を提出する必要があることに留意する。また、原
産品であることを明らかにする書類に不備がある場合には、輸入貨物について原産品であることを明らかにする他の資料の提出を求める場合がある。

不備のあるオーストラリア協定原産品申告書の取扱い

取引関連書類にて輸入貨物と同一性の確認ができる場合、若し
くは輸入者が資料に基づいて原産品であることを明らかにでき
る場合（文書による原産地に関する事前教示を取得している場
合を含む。）に限る。
ただし、複数の箇所に不備がある場合には、原産地調査官等に
相談してください。

包装の個数及び種
類、包装の記号及び
番号、重量及び数量

貨
物
の
原
産
性

関税分類番号

原則無効
ただし、輸
入者が資料
に基づいて
原産品であ
ることを明
らかにでき
る場合（文
書による原
産地に関す
る事前教示
を取得して
いる場合を
含む。）は

有効

全項目共通

インボイス番号及び
日付

輸出者等の氏名又は
名称及び住所

申
告
貨
物
と
の
同
一
性

有効

留意点

○不備のある原産品申告書が有効とされた場合においても、次回以降は、脱落等の不備のない原産品申告書を提出するようにしてください。

○原産品申告書が有効とされた場合であっても、輸入貨物が原産品でないこと又はＥＰＡ特恵税率を適用するための他の要件を満たしていないことが判明した場合に
は、通関後であってもＥＰＡ特恵税率の適用が認められません。

【オーストラリア協定原産品申告書】

原
産
品
申
告
書
の
真
正
性

無効

作成者又は代理人の
氏名又は名称



通関業監督官からの留意事項について 
 
通関業監督官部門においては、通関業法に基づく「実態調査」を実施しております。 
昨年 7 月より実施した実態調査において、特に皆様に留意して頂きたい事項がありま

したので、お知らせ致します。 
 

１．法令遵守規定(CP)について 
CP の作成については、通関業法第 5 条の規定に基づきお願いしているところでござ

います。また、平成 17 年 10 月に日本通関業連合会からガイドラインも発出されてい

るものと認識しておりますが、実態調査において確認したところ 
① CP が作成されていない 
② CP は作成されているが、社内規定としての位置づけになっていない 
③ CP は社内規定となっているが、規定内容の履行がされていない 

・適正申告に向けた社内研修等の実施 
・非違の再発防止に向けた社内ミーティングの実施 
・法令遵守確認のための定期的な内部監査の実施 
※ 実施内容については、記録として保存すること 

 
２．委任状の適正管理について 
 委任状については、通関業法第 2 条及び 22 条の規定により、依頼者から依頼を受け

たことを証する書類として予め取得し、保存しなければなりませんが、その管理状況等

について確認したところ 
① 営業部門等から入手した委任状を単純に整理している 
② 委任状の未取得等がすぐ判るようになっていない 
③ 委任状の取得年月日がブランクとなっている 
④ 委任状の原本を入手せず複写(コピー)を委任状として管理保管している 

※ 委任状が事前に入手されているかどうかの確認体制が必要である 
※ 取得の有無の確認方法としては、過去の輸出入実績等から実輸出入者リスト

を作成し、取得している委任状リストとの対査確認等をする 
 
 

通関協議会(27.1.14) 


